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台
湾
・
国
立
政
治
大
学
教
授

薛
化
元

今
年
七
月
に
死
去
し
た
李
登
輝
・
元
台
湾
総
統
。
台
湾

に
自
由
と
民
主
主
義
を
も
た
ら
し
た
政
治
の
巨
人
だ
が
、

総
統
と
し
て
の
歩
み
は
決
し
て
平
坦
で
は
な
か
っ
た
。
同

時
代
的
に
こ
の
改
革
プ
ロ
セ
ス
を
体
験
し
て
き
た
、
台
湾

歴
史
学
界
の
重
鎮
・
薛
教
授
に
よ
る
李
登
輝
論
を
、
二
号

に
わ
た
り
、詳
細
な
訳
注
を
付
け
て
紹
介
す
る
。
今
号
は
、

前
史
と
し
て
の
蔣
経
国
時
代
末
期
か
ら
、
第
八
期
総
統
に

就
任
し
、
動
員
戡
乱
時
期
を
終
結
さ
せ
る
ま
で
を
描
く
。

せ
つ　

か
げ
ん　

一
九
九
二
年
国
立
台
湾
大
学

歴
史
学
博
士
。
専
門
は
台
湾
史
。
二
〇
〇
〇

年
よ
り
現
職
。
一
七
年
か
ら
は
文
学
院
長
も
務

め
る
。
著
書
（
邦
訳
）
に
『
詳
説
台
湾
の
歴
史

台
湾
高
校
歴
史
教
科
書
』（
主
編
）
な
ど
。

川
島
真
東
京
大
学
教
授
・
本
誌
編
集
委
員

連
載　
・
上

追
悼　
台
湾
政
治
史
の
中
の

　
　
李
登
輝
総
統

　
　
　
　

――
一
九
八
八
～
九
六
年
の
自
由
化
・
民
主
化
改
革

李
登
輝
氏
、
二
〇
〇
五
年
撮
影

（
A
P
／
ア
フ
ロ
）

翻
訳
・
訳
注
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過
日
他
界
し
た
李
登
輝
元
総
統
の
台
湾
の
政
治
改
革
に
対
す
る
貢

献
は
、
誰
も
が
知
る
と
こ
ろ
だ
。
だ
が
、
李
登
輝
の
任
期
内
に
な
さ

れ
た
評
価
に
つ
い
て
は
、
も
し
そ
の
総
統
就
任
前
と
総
統
退
任
後
の

状
況
を
比
べ
る
と
、
そ
こ
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
（
＊
１
）。

　

蔣
経
国
総
統
が
死
去
す
る
一
年
前
の
一
九
八
七
年
に
戒
厳
令
が
解

除
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
蔣
の
死
去
に
伴
っ
て
副
総
統
で
あ
っ
た

李
登
輝
が
総
統
に
な
っ
た
時
、
台
湾
は
ま
だ
不
完
全
な
自
由
国
家
に

過
ぎ
ず
、
ま
た
権
威
主
義
体
制
の
遺
制
が
残
さ
れ
て
い
る
状
態
に

あ
っ
た
。
そ
の
後
、
李
登
輝
は
、
総
統
の
任
に
あ
っ
た
時
期
、
台
湾

の
自
由
化
、
民
主
化
改
革
を
主
導
し
、
九
六
年
に
行
わ
れ
た
総
統
直

接
選
挙
を
経
て
、
台
湾
は
ア
メ
リ
カ
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
「
フ
リ
ー
ダ

ム
ハ
ウ
ス
（freedom

 house

）」
の
評
価
で
自
由
主
義
国
に
位
置

付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
李
登
輝
が
そ
の
総
統
の
任
期
内
に
行
っ
た
こ
と
に
は
批

判
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
李
登
輝
が
台
湾
の
国
家
と
し
て
の
位
置
付
け

を
変
え
、
教
育
面
で
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
化
し
、
社
会
内

部
の
分
裂
を
醸
成
し
た
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
筆
者
は
、
台
湾
の

歴
史
的
な
文
脈
の
中
で
こ
の
よ
う
な
批
判
を
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
う
し
て
こ
そ
台
湾
の
政
治
史
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
李
登
輝
が

そ
の
総
統
の
任
期
内
に
果
た
し
た
役
割
や
そ
の
位
置
付
け
を
明
確
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

蔣
経
国
他
界
時
の
台
湾
の
状
況

　

蔣
経
国
総
統
が
他
界
す
る
前
年
の
一
九
八
七
年
に
、
一
九
四
九

年
か
ら
三
八
年
間
に
わ
た
っ
て
継
続
し
た
「
戒
厳
」
が
解
除
さ
れ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
台
湾
は
依
然
と
し
て
動

ど
う
い
ん
か
ん
ら
ん

員
戡
乱
時
期
（
＊

２
）
に
あ
り
、
ま
た
懲
治
叛
乱
条
例
（
＊
３
）
な
ど
の
特
別
刑
法
も
存

在
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
戒
厳
が
解
除
さ
れ
た
と
は
い
っ
て
も
、

台
湾
は
依
然
と
し
て
言
論
の
自
由
が
奪
わ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
り
、

国
民
党
当
局
と
異
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
政
治
言
論
な
ど
は

「
叛
乱
」
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
白
色
テ
ロ
（
＊
４
）

も
収
束
し
た
と
は
言
え
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。
自
由
化
改
革
は
依
然

と
し
て
完
成
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
蔣
経
国
の
率
い
る
国
民
党
当
局
は
、
戒
厳
を
解
除
す
る

に
あ
た
り
、
国
家
安
全
法
を
通
過
さ
せ
（
＊
５
）、
戒
厳
法
で
規
定
さ

れ
て
い
る
、
戒
厳
解
除
後
に
発
効
す
る
は
ず
の
人
権
保
障
規
定
を
凍

結
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戒
厳
令
下
で
軍
法
裁
判

に
か
け
ら
れ
た
人
は
、
も
と
も
と
戒
厳
解
除
後
に
、
本
人
、
も
し
く

は
法
定
代
理
人
が
（
軍
法
で
は
な
い
）
普
通
の
裁
判
所
に
対
し
て
提

訴
し
て
、
司
法
面
で
の
判
決
の
無
効
化
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
は

ず
だ
っ
た
が
、
国
家
安
全
法
の
規
定
に
よ
り
こ
の
権
利
は
剥
奪
さ
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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他
方
、
蔣
経
国
は
中
央
民
意
代
表
（
＊
６
）
の
定
数
を
増
や
し
、

ま
た
台
湾
政
治
に
お
け
る
民
意
の
占
め
る
割
合
を
増
そ
う
と
準
備
を

進
め
て
は
い
た
が
、
決
し
て
国
会
の
全
面
的
な
改
選
を
お
こ
な
お
う

と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
民
主
化
改

革
も
ま
た
さ
ら
に
一
歩
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。

　

最
後
に
、
蔣
経
国
の
執
政
期
の
末
期
に
あ
っ
て
も
、
台
湾
の
小
中

学
校
教
育
は
依
然
と
し
て
国
家
機
構
が
そ
の
教
育
内
容
を
掌
握
し
、

教
科
書
も
自
由
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、教
育
部
の
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
。

教
育
内
容
に
つ
い
て
も
、
台
湾
自
身
の
知
識
を
伝
え
る
こ
と
は
抑
制

さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
本
土
化
教
育
（
＊
７
）
は
封
じ
ら
れ
て
い
た
。

蔣
経
国
体
制
か
ら
の
出
発

　

一
九
八
八
年
一
月
、
蔣
経
国
が
死
去
す
る
と
、
李
登
輝
が
総
統
と

な
り
、
蔣
経
国
政
権
が
遺
し
た
政
治
環
境
を
も
継
承
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
諸
外
国
か
ら
の
改
革
要

求
は
依
然
と
し
て
極
め
て
活
発
で
、
特
に
ア
メ
リ
カ
は
台
湾
関
係
法

の
大
枠
の
下
で
、
台
湾
の
自
由
、
民
主
、
人
権
の
進
展
に
関
心
を
寄

せ
続
け
て
い
た
。

　

国
内
で
は
、
民
進
党
を
主
と
す
る
反
対
勢
力
が
、
自
由
化
、
民
主

化
改
革
を
求
め
続
け
て
い
た
。
台
湾
社
会
で
は
、
相
当
数
の
中
産
階

級
の
人
々
、
例
え
ば
中
小
企
業
主
や
専
門
職
に
就
く
人
々
が
、
政
治

1975 年建国記念日を慶ぶ蔣経国氏。李登輝氏を副総統に抜擢し経済発展に寄与した（UPI ／アフロ）
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改
革
へ
の
期
待
を
一
層
高
め
て
い
た
。
特
に
戒
厳
が
解
除
さ
れ
て
か

ら
、
そ
れ
ま
で
圧
迫
制
御
さ
れ
て
い
た
社
会
の
力
が
あ
る
程
度
解
放

さ
れ
、
ま
た
権
威
主
義
体
制
も
一
定
程
度
弛
緩
し
た
状
況
の
下
で
、

保
守
的
な
政
治
態
勢
は
衝
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
蔣
経
国
は
確
か
に
戒
厳
を
解
除
し
、
改
革
を
進

め
よ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
限
度
が
あ
り
、
台
湾
社

会
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
由

化
、
民
主
化
改
革
を
い
か
に
し
て
進
め
、
実
質
化
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
が
、
李
登
輝
総
統
の
任
期
に
お
け
る
重
要
な
課
題
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

自
由
民
主
改
革
の
推
進

１
総
統
任
期
の
継
続

　

総
統
就
任
当
時
、
李
登
輝
の
権
力
基
盤
は
決
し
て
安
定
し
て
お
ら

ず
、
蔣
経
国
総
統
が
晩
年
に
策
定
し
た
改
革
計
画
に
基
づ
い
て
、
一

定
の
制
限
下
で
の
改
革
を
進
め
た
。国
民
党
の
党
シ
ス
テ
ム
の
下
で
、

立
法
院
に
お
け
る
国
民
党
議
席
が
多
数
を
占
め
る
こ
と
も
利
用
し
、

一
九
八
九
年
一
月
二
六
日
、議
会
に
お
け
る
審
議
手
続
き
で
あ
る「
三

読
程
序
」（
＊
８
）
を
省
い
て
、「
第
一
期
資
深
中
央
民
意
代
表
依
願

退
職
条
例
」
を
強
行
採
決
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
中
央
民
意
代
表

の
定
数
に
お
い
て
民
選
代
表
の
定
数
を
増
加
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
期

待
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
条
例
に
よ
っ
て
退
職
す
る
代
表
は
決
し
て
多
く
な

か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
一
九
九
〇
年
の
総
統
選
挙
（
＊
９
）
の

過
程
で
、
も
と
も
と
の
保
守
勢
力
、
特
に
国
民
大
会
代
表
（
＊
10
）
た

ち
は
、
政
治
改
革
に
抵
抗
、
拒
否
す
る
姿
勢
を
強
め
た
。
こ
れ
は
、

台
湾
社
会
か
ら
の
改
革
を
求
め
る
声
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た

が
、
そ
こ
に
は
社
会
運
動
や
学
生
運
動
（「
三
月
学
運
」
＊
11
）
が
含

ま
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
運
動
に
よ
り
、
さ
ら
な
る
政
治
改
革
が
必

要
だ
と
い
う
雰
囲
気
が
作
り
出
さ
れ
た
。
李
登
輝
は
総
統
に
選
出
さ

れ
て
か
ら
、反
体
制
派
勢
力
の
改
革
を
求
め
る
声
を
テ
コ
と
し
て
、言

い
換
え
れ
ば
、
外
部
の
改
革
を
求
め
る
力
と
世
論
と
を
利
用
し
、
そ

れ
と
国
民
党
内
の
改
革
を
支
持
す
る
力
と
を
結
合
さ
せ
て
、
体
制
内

で
「
静
か
な
革
命
（
寧
静
革
命
）」（
＊
12
）
を
推
し
進
め
た
の
だ
っ
た
。

２
自
由
化
、
民
主
化
改
革
―
―
動
員
戡
乱
時
期
の
終
結

　

李
登
輝
は
ま
ず
国
是
会
議
（
＊
13
）
の
召
集
に
つ
い
て
承
諾
し
た

上
で
、
一
九
九
〇
年
五
月
二
〇
日
に
就
任
演
説
を
行
い
、
憲
法
改
正

と
い
う
方
式
に
基
づ
い
て
、
二
年
以
内
に
政
治
改
革
を
実
施
す
る
と

発
表
、
そ
し
て
二
二
日
に
は
一
年
以
内
に
動
員
戡
乱
時
期
臨
時
条
款

を
撤
廃
す
る
と
し
た
の
だ
っ
た
。
李
登
輝
総
統
は
、
国
是
会
議
を
通

じ
て
、
朝
野
が
共
同
し
て
憲
政
改
革
を
推
進
し
て
い
く
と
い
う
コ
ン
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セ
ン
サ
ス
を
初
歩
的
に
で
あ
れ
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

他
方
、
司
法
院
の
大
法
官
会
議
（
＊
14
）
で
は
、
一
九
九
一
年

一
二
月
ま
で
に
、
一
九
四
七
年
か
ら
四
八
年
に
か
け
て
選
出
さ
れ
た

第
一
期
中
央
民
意
代
表
は
必
ず
離
職
す
べ
き
だ
と
の
法
的
解
釈
を
示

し
、
万
年
国
会
（
＊
15
）
を
改
選
で
き
な
い
と
い
う
政
治
局
面
に
ピ

リ
オ
ド
を
打
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

　

九
一
年
四
月
、
李
登
輝
総
統
の
主
導
の
下
で
、
国
民
大
会
で
「
中

華
民
国
憲
法
増
加
修
正
条
文
（
増
修
条
文
）」
が
通
過
し
、「
動
員
戡

乱
時
期
臨
時
条
款
」
が
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
こ
そ
李
登
輝
時
代
の
憲

法
改
正
の
さ
き
が
け
で
あ
っ
た
。
五
月
一
日
、
動
員
戡
乱
時
期
が
終

わ
り
、
増
加
修
正
さ
れ
た
新
た
な
憲
法
が
、
廃
止
さ
れ
た
「
動
員
戡

乱
時
期
臨
時
条
款
」
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
、
次
号
）

（
＊
１
）
李
登
輝
が
総
統
で
あ
っ
た
の
は
、
一
九
八
八
年
一
月
一
三
日

に
蔣
経
国
が
死
去
し
た
あ
と
、
副
総
統
と
し
て
総
統
代
行
に
当

た
っ
た
時
期
（
～
九
〇
年
五
月
）、
九
〇
年
三
月
の
間
接
選
挙
で

選
出
さ
れ
た
第
八
期
総
統
の
時
期
（
～
九
六
年
五
月
）、
台
湾
で

最
初
の
直
接
大
統
領
選
挙
（
九
六
年
三
月
）
で
選
出
さ
れ
た
第
九

期
総
統
の
時
期
（
～
二
〇
〇
〇
年
五
月
）
の
三
期
に
分
か
れ
る
。

（
＊
２
）
戦
後
台
湾
の
「
戒
厳
」
は
戒
厳
令
と
動
員
戡
乱
時
期
臨
時
条

款
の
二
重
の
法
令
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
戒

1988 年の第13回国民党大会で国民党主席に選出された李登輝氏（左から3人目）（時事）
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厳
令
の
解
除
だ
け
で
は
、「
戒
厳
」
が
完
全
に
解
除
さ
れ
た
こ
と

に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
動
員
戡
乱
時
期
は
、
中
国
共
産
党
、
そ
の

政
権
を
「
叛
乱
団
体
」
だ
と
見
な
し
、
そ
の
平
定
を
行
っ
て
い
る

時
期
だ
と
さ
れ
た
。
動
員
戡
乱
時
期
臨
時
条
款
は
、
憲
法
施
行
の

わ
ず
か
五
カ
月
後
の
一
九
四
八
年
四
月
に
制
定
さ
れ
た
法
令
で
、

事
実
上
憲
法
を
停
止
し
、
戒
厳
令
の
施
行
を
可
能
と
し
た
。

（
＊
３
）懲
治
叛
乱
条
例
は
、一
九
四
九
年
五
月
に
、国
家
に
対
す
る「
叛

乱
」
を
抑
え
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
法
律
。
台
湾
で
は
白
色
テ
ロ

に
際
し
て
多
く
用
い
ら
れ
た
。
民
間
人
で
あ
っ
て
も
、
戒
厳
に
関

わ
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
軍
事
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
。

（
＊
４
）
戒
厳
令
下
に
お
い
て
中
華
民
国
政
府
が
反
体
制
派
な
ど
に

行
っ
た
、
言
わ
ば
共
産
党
取
り
締
ま
り
を
名
目
と
し
た
政
治
的
弾

圧
の
こ
と
。

（
＊
５
）
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
る
二
週
間
前
、
一
九
八
七
年
七
月
一
日

　

に
「
動
員
戡
乱
時
期
国
家
安
全
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。

（
＊
６
）
中
央
民
意
代
表
に
は
、国
民
大
会
代
表
、立
法
院
の
立
法
委
員
、

　

監
察
院
の
監
察
委
員
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
。

（
＊
７
）
山
崎
直
也
に
よ
れ
ば
、「
教
育
内
容
を
台
湾
の
生
活
環
境
や

　

歴
史
経
験
に
基
づ
く
も
の
に
し
て
い
く
動
き
」
の
こ
と
。

（
＊
８
）
議
会
制
に
お
け
る
三
読
会
制
度
の
こ
と
。

（
＊
９
）
一
九
九
〇
年
三
月
二
一
日
に
実
施
さ
れ
た
、
第
八
期
総
統
を

選
出
す
る
選
挙
。
九
六
年
三
月
の
直
接
選
挙
と
は
異
な
り
、
国

民
大
会
代
表
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
間
接
選
挙
で
あ
っ
た
。

（
＊
10
）
国
民
大
会
は
、
中
華
民
国
憲
法
で
五
院
の
上
に
置
か
れ
た
最

高
権
力
機
関
。
台
湾
の
自
由
化
、
民
主
化
の
過
程
で
は
憲
法
改
正

を
担
う
、
あ
る
い
は
阻
止
す
る
機
関
と
し
て
機
能
し
た
。
目
下
、

廃
止
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
機
能
停
止
状
態
に
あ
る
。

（
＊
11
） 

一
九
九
〇
年
三
月
に
台
北
で
行
わ
れ
た
学
生
運
動
の
こ
と
。

野
百
合
学
生
運
動
と
も
い
う
。
数
千
人
の
学
生
が
台
北
の
中
正
紀

念
堂
に
集
ま
り
、「
動
員
戡
乱
時
期
臨
時
条
款
」
の
廃
止
、
国
民

大
会
解
散
、
国
是
会
議
開
催
な
ど
を
訴
え
た
。

（
＊
12
）
寧
静
革
命
は
、
日
本
語
で
は
「
静
か
な
革
命
（Q

uiet 
Revolution

）」
と
訳
さ
れ
る
。
漸
進
的
で
、
平
和
的
な
自
由
化
、

民
主
化
の
こ
と
。

（
＊
13
）
一
般
に
総
統
が
主
催
す
る
、
国
家
の
行
く
末
に
関
わ
る
案
件

　

に
関
す
る
会
議
の
こ
と
。
開
催
形
態
は
時
と
場
合
に
よ
る
。

（
＊
14
）
大
法
官
は
憲
法
裁
判
所
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
大
法
官
会

議
を
組
織
す
る
。
大
法
官
に
は
司
法
院
院
長
、
副
院
長
も
含
ま
れ

て
い
る
。

（
＊
15
）
中
華
民
国
の
中
央
政
府
が
遷
台
す
る
以
前
の
選
挙
で
選
出
さ

れ
た
議
員
が
、
以
後
も
改
選
さ
れ
ず
に
議
員
と
し
て
と
ど
ま
っ
て

い
る
状
態
に
あ
る
国
会
を
指
し
て
こ
の
よ
う
に
言
う
。




